
令和５年６月
北海道教育委員会

ネットトラブル未然防止のための総合ヘルプサイト

◎本資料は北海道教育委員会とポールトゥウィン株式会社が令和５年６月に作成したものです。
子どもたちのインターネット利用に関わる相談等がありましたら、下記のURLまでご相談ください。

≪北海道教育委員会ネットトラブル未然防止のための総合ヘルプサイト≫
h t t p s : / /w e b r e p o r t . p u b l i c . p t w . j p / h o k k a i d o/ h e l p s i t e /

「闇バイト」は
バイトではなく犯罪です！

闇バイトは、特殊詐欺で振り込まれた現金の引き出しを行う「出し子」や、被害者から直接現金や

キャッシュカードを受け取る「受け子」など、犯罪グループの末端として、犯罪に加担させられるケ

ースが多く見られます。場合によってはそれが犯罪行為と知らされないまま加担してしまい、検挙さ

れる子どももいます。このような闇バイトはインターネット上のＳＮＳ（交流サービス）内で募集さ

れていることもあり、スマートフォンを所持している場合、簡単にアクセスすることができます。

「闇バイト」と呼ばれる特殊詐欺や強盗などの犯罪行為に子どもたち

が巻き込まれる事件が増えています。こうした犯罪行為の募集には、イ

ンターネットが使われるケースがあるので、注意が必要です。

「闇バイト」とは？

もし、関わってしまったら・・・
「受け子」や「出し子」として特殊詐欺に関わってしまった場合、詐

欺罪（刑法第246条）や窃盗罪（刑法第235条）などに問われます。「受

け子」や強盗の見張りだけのような役割でも共犯者として罪に問われま

す。また、犯罪行為であることを知らされていなかったとしても有罪に

なったケースがあります。

保護者向け（中学校/高等学校向け）

令和4年度の特殊詐欺で検挙された人のうち、未成年は全体の19.2％を占めました。また、検挙

された未成年のうち、73.8％が「受け子」であったことから※、子どもたちが詐欺グループの末端

として、安易に犯罪の駒として使われていることがわかります。SNS上で「絶対に安全だから」な

どとバイトを持ちかけられても絶対に関わらないこと、もし、関わりを持ってしまい、個人情報

などを送ってしまった場合は速やかに周りの大人に相談するように伝えてください。

また、子どものお金の使い方が以前より荒くなっていたり、知らないうちに高額な装飾品を持

っている場合などは、お金の出どころについて確認するようにしましょう。

家 庭 で の 対 応

右の例は実際の募集投稿をもとにしたイメー

ジです。「簡単な仕事で高収入が得られるよう

に書かれており、気軽に応募できてしまいます

が、実際はそのあと自身の個人情報と併せて家

族の情報などの提出を求められ、要求通りに提

示してしまうと、それをもとに脅されて、一度

加担すると途中で辞めることができなくなりま

す。

※警察庁/特殊詐欺認知・検挙状況等(令和４年・確定値)より

＜闇バイトの募集の例＞

https://webreport.pit-crew.co.jp/hokkaido/helpsite/

